
エコフィードの生産・利用拡大
のための支援対策

平成２２年 ２月 ５日

農林水産省生産局畜産振興課需給対策室

（１） 家畜飼料の種類

とうもろこし こうりゃん

濃厚飼料

○ 穀類（とうもろこし、こうりゃん、大麦等）、油粕類
（大豆油かす、菜種油かす等）、糠類（フスマ、米ヌカ
等）等がある。

○ エネルギーやたんぱく質が豊富で、これらの供給源と
して重要な飼料。

配合飼料

大 麦

粗飼料

○ 粗飼料は茎葉を乾草（乾燥）、サイレージ（乳酸発酵
させて貯蔵性を高めたもの）にして貯蔵できる。

○ 濃厚飼料に比べ粗繊維質量が高く、エネルギーやたん
ぱく質が少ない。しかし、草食動物である牛にとっては
栄養源となるだけでなく、消化機能を安定させるため、
生理的に必須の飼料。

青刈とうもろこし 牧 草

乾燥サイレージ

1

給与 給与

１ エコフィードの推進の背景

≪国産粗飼料供給量の推移≫

（千TDNﾄﾝ）

平成2年:5,310千TDNﾄﾝ

平成20年（概算）:4,349千TDNﾄﾝ

平成２７年度
目標

平成１５年度

国産
７６％

国産
１００％

２４％ ３５％

飼料自給率の現状と目標

平成２０年度
概算

輸入
８９％

国産
１１％

２６％

粗飼料

濃厚飼料

輸入
９０％

輸入
８６％

国産
１０％

国産
１４％

輸入
２４％

輸入
２１％

国産
７９％

飼料全体

○乾草
○サイレージ
（発酵させた粗飼料）

牧草
青刈りとうもろこし
稲発酵粗飼料

○稲わら

○穀類
とうもろこし
こうりゃん 、 大麦、米

○糠類
フスマ、米ヌカ

○粕類
大豆油粕
ビートパルプ
ビール・豆腐粕

○動物質飼料
魚粉等

≪食品産業の食品残さ発生量・再生利用の状況（平成15・19年度）≫

ｴｺﾌｨｰﾄﾞ利用量 49万TDN㌧8万TDN㌧ 23万TDN㌧

2,004万TDN㌧
1,933万TDN㌧

1,825万TDN㌧

飼料作物面積 93万ha 90万ha 110万ha

539万TDN㌧

590万TDN㌧
553万TDN㌧

乾草
稲わら
稲ＷＣＳ

食品残さ等
未利用資源
糠類・粕類

（２） 飼料自給率の現状と目標
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（単位：千トン）

肥料 飼料 メタン化
油脂及び
油脂製品

その他

11,343 6,796 2,515 2,379 204 408 1,291

100% 60% 22% 21% 2% 4% 11%

11,348 5,549 2,220 1,887 0 166 1,276

100% 49% 20% 17% 0% 1% 11%

年度
食品廃棄物等
の年間発生量

再利用量への仕向け量

19

15

○ 平成１７年 食料・農業・農村基本計画

・ 「食料・農業・農村基本計画」において、食料自給率目標（平成２７年度 ４５％）と並んで、飼
料自給率目標（同 ３５％）を設定

○ 平成１９年 食品リサイクル法（平成１３年施行）の改正

・ 飼料化の優先（省令及び基本方針に明記）
・ 廃掃法上の収集・運搬の特例措置（リサイクルループの計画認定）
・ 再生利用率の目標の業態ごとの目標設定（平成２、食品製造業８５％、
食品卸売業７０％、食品小売業４５％、外食産業４０％）

・ 定期報告義務の創設（食品廃棄物の発生量、再生利用の状況等。100ｔ以上の排出事業者）

世界的な穀物需給の引き締まり傾向のなか、輸入飼料にできるだけ依存せず、エコ

フィードなど国産飼料に立脚した安全で安心な畜産物の生産をいかに図るか

（３） エコフィード推進の制度的な背景
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食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針 （平成19年11月30日公表）
（ 抜粋 ）

食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定め
る省令 （ 抜粋 ）

（参考） 食品リサイクル法における飼料化の位置づけ

（食品循環資源の再生利用等の実施の原則）
第一条
２項の二

食品循環資源の全部又は一部のうち、再生利用を実施することができるものについては、特

定肥料等の需給状況を勘案して、可能な限り再生利用を実施すること。この場合において、飼
料の原材料として利用することができるものについては、可能な限り飼料の原材料として利用
すること。

一 食品循環資源の再生利用等の促進の基本的方向
４ 食品循環資源の再生利用等の手法に関する優先順位及び手法ごとの取組の方向
ロ 再生利用

食品関連事業者は、食品循環資源の再生利用を行うに当たっては、判断基準省令に従った

取組を行うことはもとより、自らが発生させる食品廃棄物等の量、組成及び特定肥飼料等の原
材料としての需要等を十分に把握し、これらを踏まえた適切な再生利用の手法を選択する必要
がある。

その際、飼料化は、食品循環資源の有する成分や熱量（カロリー）を最も有効に活用できる
手段であり、飼料自給率の向上にも寄与するため、優先的に選択することが重要である。
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○ 国は、食料自給率の向上、食品リサイクルによる循環型社会構築の取組、飼料コスト低減の
一環として、エコフィード（食品残さの利用飼料）を推進。

○ 推進にあたっては、エコフィードの原料排出元である食品関連事業者、利用者である畜産農家、
飼料化業者等関係者の連携が不可欠。

食品製造業

食品残さ飼料化施設 畜産農家エコフィード原料排出元

卸売・小売業
外食産業

４９０万トン

６４０万トン

直接農家へ、または、配合

飼料メーカーに配合飼料の

原料として販売。

（４） 食品残さの飼料化（エコフィード）の一層の推進

食品製造副産物（パンくず、製麺くず等）を中心

に、自家配合飼料の原料として、食品関連事業

者から畜産農家に販売される場合もある。
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食品残さの発生量

食品残さの発生量

（５） 食品産業業態別の飼料化の状況

資料：農林水産省「食品循環資源の再生利用等実態調査（平成１９年度）」

260万㌧

310万㌧

食品製造業

食品小売業

外食産業

飼料化21％
(240万㌧)

全 体

1,130万㌧

2％

飼料化
39％

肥料化
31％

メタン、油脂等7％

未再生
23％

8％ 20％ 70％

5
％

4
％

6
％

85％

490万㌧

70万㌧

食品卸売業
13％ 41％ 4％ 42％

27年度目標
達成に必要な飼料化量
495万㌧（飼料化44％）

品質や内容が明らかで、大量に安定供給
されることから飼料としての利用が容易

肥料化等仕向けをできるだけ飼
料化に振り向けることが必要。

食品製造業の残さと比べて、異物混入や
品質劣化を起こしやすい

飼料化にあたっては、分別の徹
底等、安全性ガイドラインの普及
啓発・理解促進が必要。

○ 食品産業の業態によって飼料化の状況が異なっており、卸、小売、外食と川下になるにつれて飼
料化率は低下。業態別の食品循環資源の特徴に応じて、適切に再利用する必要。

○ 現在の飼料化率は２１％。平成２７年度目標である濃厚飼料自給率１４％を達成するためには、
飼料化率を４４％まで増加させる必要。

【 特 徴 】
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（参考） 飼料としての安全性の確保

エコフィードの原料供給、製造及び使用の流れ

製品 家畜への給与

食品製造副産物等 余剰食品

原料供給者

製造者

農家

食品残さ等利用飼料における安全性
確保のためのガイドライン

原料の定義（第２章）

原料の収集、分別の条件（第３章１）

原料の運搬、保管の条件（第３章２）

製造の条件（第３章３、４）

製品の保管、出荷の条件（第３章５）

農家における製造、
保管及び使用の条件（第５章）

家庭系

調理残さ 食べ残し

加熱 生 加熱 生

事業系

調理残さ 食べ残し

加熱 生 加熱 生

製造の流れ

食品製造副産物、余剰食品、調理残さ、食べ残し、
食品残さ等利用飼料、生残飯

排出元での分別の徹底、排出元の責任の明確化、
排出元と飼料化業者との契約、排出元の確認 等

保冷車等による品質劣化の防止、異物混入の防止 等

原料受入時の分別、加熱による病原微生物汚染の防止、
品質管理、成分分析の実施

異物混入の防止、適正な温度管理による保管、
製品の表示内容、帳簿の記載 等

搬入後の速やかな使用、生肉等の混入時や病原性
微生物の汚染防止のための加熱処理

異物除去

粉 砕 混 合

乾燥飼料

7



（６） 食品残さ飼料化の方法

○ 食品残さを飼料として利用するためには、保存性や家畜の嗜好性を高めるような処理、加工が必要。

○ そのための技術として、①乾燥技術、②サイレージ調整技術、③リキッドフィーディング技術がある。

ドライ（乾燥） サイレージ リキッド（液状）

技術の
概要

原材料を、天ぷらの原理で脱水
乾燥する方法、高温蒸気で乾
燥する方法等。

原材料を密閉し、乳酸発酵によ
り保存性を高める方法。

原材料と水（牛乳、ジュース等
を含む）を混合し、スープ状に加
工する方法。

おもな
原材料

余剰食品（弁当等）、厨芥等 ビール粕、とうふ粕、果汁粕
等

余剰食品（弁当等）、厨芥、
水分の多い食品残さ 等

特 徴 ・多種多様な原材料の加工が
可能。
・保存性に優れ、自家配原料の
他、配合飼料原料として、広域
的な利用が可能。
・初期投資、加工費（燃料費）が
大きい。

・食品製造副産物のうち粕類の
加工が可能。
・初期投資・加工費が比較的安
価。
・おもに、酪農・肉用牛経営に
おける混合飼料の原料として
地域的で利用。

・水分の多い食品残さの加工が
可能。
・初期投資、加工費が安価。飼
料が飛散しないためロスが少
なく、畜舎内の粉塵も減少。
・給与機械（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ等）の整
備が必要。

ビール粕

とうふ粕
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・ 農政局等を通じた調査の結果、平成21年１月現在、１９７のエコフィード製造業者を把握。うち、１３７の業者が
情報公開に同意。（（社）中央畜産会のＨＰで公開中(http://ecofeed.lin.go.jp/)）

・ 業者毎にエコフィードの原料を分類すると、食品製造副産物を扱う業者が最も多く（１３６業者）、続いて、余剰
食品（スーパー・コンビニ等の売れ残り食品や調理残さ等）を扱う業者（３９業者）、動物性原料（魚粉等）を扱う
業者（１７社）であった。

・ 地域別にみると、北海道は農産物加工残さ（ビート・馬鈴薯等）を飼料化する業者が多く、都市近郊（千葉・東
京・神奈川等）では余剰食品さを扱う業者が、九州では焼酎粕を扱う業者が多い等、地域に特色がみられる。

・ エコフィードの利用を畜種別にみると豚が最も多く、牛（粕類・農産物等を利用）、鶏と続く。

・ 情報公開データによると、エコフィードの価格の平均は乾燥で26円／kg（配合飼料のおよそ半分の価格（重量
比） ）、サイレージ（豆腐粕等）21円／ｋｇ、リキッド6円／kg。

※ 複数回答

エコフィード原料 事業所数

食
品
製
造
副
産
物

酒粕類（焼酎粕、ビール粕等） ２７

糟糠類（豆腐粕、醤油粕等） ２４

農産物加工残さ（ﾋﾞｰﾄﾊﾟﾙﾌﾟ、ｼﾞｭｰｽ粕等） １８

パン屑、菓子屑等 １１

その他（複数混合） ５６

余剰食品（売れ残り食品、厨芥類等） ３９

動物性原料（油かす魚粉等） １７

その他 ５

合 計 １９７

飼料化の手法 価格（円／kg）

乾燥飼料 ２５．８

サイレージ ２１．１

リキッド飼料 ５．８

対象家畜 事業者数

牛 ８７

豚 １１３

鶏 ４６

（７） 食品残さ飼料化業者の現状
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○ とうもろこしの国際価格（シカゴ相場）は、バイオエタノール向け需要の増加等から高騰し、約３００ドル／トンまで大幅に上昇。
その後、世界的不況による需要減退等から相場は急落。直近では１００ドル台半ば／トン（４ドル前後／ブッシェル）で推移。

○ 海上運賃（フレート）は、堅調な船舶需要や原油価格の高騰の影響等により大幅に上昇し、その後急落したものの、直近では
７０ドル前後／トンで推移。

○ 為替相場は、昨年８月以降円高傾向で推移してきたが、直近では９０円前後／ドル程度で推移。

＜とうもろこしのシカゴ相場の推移（期近物）＞

＜為替相場の推移＞

＜海上運賃の推移（ガルフ～日本）＞

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

07.1 08.1 09.1 10.1

ドル／トン

(07.11)

120.6

(09.12)

67.4

(08.5)

147.2

(08.12)

23.6

80

90

100

110

120

130

07.1 08.1 09.1 10.1

円／ドル

(09.12)

90

(07.6)

123

(08.3)

101

(08.8)

109

(09.1)

90

50

100

150

200

250

300

07.1 4 7 10 08.1 4 7 10 09.1 4 7 10 10.1 4

ドル/トン

(07.2/22)

171

(435ｾﾝﾄ/ﾌﾞｯｼｪﾙ）

(08．6/27)

297

(755ｾﾝﾄ/ﾌﾞｯｼｪﾙ）

（10.1/5）

165

(419ｾﾝﾄ/ﾌﾞｯｼｪﾙ)

(09.6/2)

177

(450ｾﾝﾄ/ﾌﾞｯｼｪﾙ)

＜配合飼料価格の推移＞

注：ｼｶｺﾞ相場の日々の終値である。（資料：生産局畜産部畜産振興課調べ） 注：09年12月の値は、12月第３週までの平均値である。

（参考）配合飼料価格に影響を与える要因の価格動向
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○ 配合飼料原料としてのエコフィードの

利用拡大 【６地域】

○ ＴＭＲセンターを活用したエコフィード

の利用拡大 【20地域】

○ モデル的な地域協議会の設置

【20地域】

○ 専門技術者の確保・育成のための研

修等の推進 【20地域】

○ エコフィード利用畜産物の科学的評価

の実施

○ 飼料化及び給与に関する優良事例の

紹介

○ 安定的利用体制の構築

項 目

○ 技術の普及・定着の推進

対応方向

○ 食品産業の規模や取組の範囲（広

域・地域）等に応じた効率的かつ

安定的利用体制

○ 排出者（食品産業者）と利用者（畜

産農家等）とのマッチングの推進

○ 専門技術者等の確保・育成

○ エコフィード製造及び給与技術の

普及

○ エコフィードを給与して生産された

畜産物に対する表示認証を検討

○ 食品産業、消費者、畜産農家等、

対象に応じた普及啓発、理解醸成

の推進

目 標

○ 消費者等に対する理解の醸成

○ エコフィード認証制度の推進

【５事業者】

○ エコフィード利用畜産物の認証制度の

検討

○ 地域セミナー等の開催 【９地域】

エコフィード利用量拡大 5万ＴＤＮ㌧

（８） エコフィード推進に向けた平成２１年度の具体的行動計画
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地域バイオマス利活用交付金

○バイオマスタウン構想の策定等、バイオマスタウンの実

現に向けた地域の創意工夫を凝らした主体的な取組を

支援。

ソフト支援

○バイオマス変換施設の整備と併せて、バイオマス発

生施設・利用施設等、バイオマスの円滑な利活用に

関連する施設を一体的に整備。

バイオマス変換施設
（メタン発酵施設等）

資源循環

利用施設
（共同育苗施設等）

発生施設
（農産物集出荷貯蔵施設等）

電気・熱・堆肥・
飼料等

農産物残さ等

有機農作物等

ハード支援

【特色（ハード支援）】民間事業者が参加しやすいように配慮
・PFI事業者はもちろんのこと、市町村が作成する事業計画に位置づけられれば、民間事業者で あっても施設整備
主体となることが可能。

・発生施設、利用施設については、農林水産省の補助対象施設であれば、バイオマス変換施設と一体的な施設整
備が可能。

バイオマスタウン構想支援

バイオマスタウン構想実現の
ための総合的な利活用システム

の構築支援

（１）ハード 地域バイオマス利活用交付金
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３ エコフィード関連施策について

食品工場 ＴＭＲセンター

食品残さ
の収集

畜産農家
集団

・豆腐粕
・しょうゆ粕等
・ジュース絞粕
等

農場等

・規格外品
・余剰品 等

地域の畜産農家等が共同で使用するＴＭＲセンター※等が、地域で発生する食品残さ（豆腐粕、醤油

粕、農場残さ等）の収集や飼料（とうもろこしや牧草のサイレージ等）の生産により、自給飼料を原料

とする混合飼料を生産する取組を支援。

給与

・とうもろこしサイレージ
・牧草サイレージ

食品残さや飼料作物を混
合しＴＭＲを生産

飼料作物の生産

※ ＴＭＲセンターとは、家畜の養分要求量に合うよう飼料、濃厚飼料、ミネラル、ビタミン、
添加物を混合した完全混合飼料（ＴＭＲ）の製造施設

（２）ソフト ①地域資源活用型エコフィード増産推進事業
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食品製造業者 畜産農家

協議会の設置

食品残さ飼料化業者

連携原料の
収集

配合飼料
の販売

「配合飼料メーカー」と「食品残さ飼料化業者」が連携・協調した「地域協議会」を設置し、エコ
フィードの利用拡大に取り組む場合、

①利用推進奨励金の交付

②集荷体制の整備支援

畜産農家向けに販売する配合飼料中のエコフィード利用量の増加実績に対して奨励金を交付

エコフィード原料（食品残さ）の集荷体制を構築するための経費について支援

集荷体制整備に必要な機材のリース費の事
業開始初年度の1/2を助成。

【導入例】
・保冷車、消毒器、分別容器等

②集荷体制の整備支援

食品残さ飼料化業者がエコフィードを増産し、配合飼料メー
カーが配合飼料原料としてエコフィードの利用を拡大（配合飼
料の販売を）した場合、エコフィード１TDNkg増あたり12円
以内の奨励金を交付。

①利用推進奨励金の交付

エコフィードの
増産

エコフィードの
利用拡大

配合飼料メーカー

② エコフィード緊急増産対策事業
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ア 配合飼料原料としてのエコフィードの生産拡大（継続）

食品産業関係団体 畜産関係団体

食品残さ
の情報

原料受入
の情報

地域において、食品産業（排出側）及び畜産業（利用側）等が、お互いの情報をマッチングするためのシステム
の構築を支援。

イ マッチング・システムの構築（拡充）

ＴＭＲセンター

食品製造工場

小売店

外食産業

マッチングの推進

・ 情報を集約・提供するデータベー
スの構築。

・ コーディネーターによるマッチング
の推進。

協議会の設置

・ 地域の畜産関係団体及び食品産業関係団体等が連携し、マッチングをするための協議会を設置。（構成員（又はオブ
ザーバー）は、地域行政（県・市町村の畜産部局、衛生部局）や試験研究機関等を含むことが望ましい。）

協議会の構成員

・ アンケート調査や現地調査により、情報収集の収集や理解醸成を推進。
・ 食品残さの特性（種類、発生量、季節変動）や畜産農家の利用意向に応じてデータベース化。

データベースの構築

・ 専門コーディネーターによる情報のマッチングを実施。

マッチングの推進
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畜産農家

ＴＭＲセンター

飼料化業者



食品残さ飼料化業者食品産業（排出元） 畜産農家

行政・試験研究機関・流通業者等

【食品産業（排出元）】
【食品残渣飼料化業者】
【畜産農家】

地域情報の分析

： 残さの種類、量、季節変動等
： エコフィード製造手法、栄養価値等
： 畜種、給餌方法等

地域未利用資源実用化の促進

エコフィードの専門家等が、食品残
さの飼料化の実現に向けた取組の
推進及び利用定着に向けた指導等
を実施

・ 利用できる食品残さの内容、畜産農家のニーズに応じた飼料化の
実証（ドライ、サイレージ、リキッド等）

食品残さの飼料化実証試験

・ エコフィードの給与実証試験（嗜好性、増体等）
・ 生産された畜産物の評価（畜産物の品質、格付け等）

適正な食品残さの飼料化の取組を
実践するために必要な知識を習得
するための研修会等を開催

エコフィード利活用研修会の開催

ウ 地域未活用資源飼料化確立の支援（拡充）
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＋

エコフィードの給与実証試験

マッチングシステムの情報や、地域に賦存する未利用の食品残さ等を活用し、食品残さの飼料化を実現する

ために必要な実証試験等を支援。

協議会の設置
関係者の連携による地域情報会議の開催、地域情報の分析、エコフィードの分析

及び給与試験等を実施するために必要な経費を助成。

畜産農家

エコフィードを給与することで、循環型社会の構築
や、飼料自給率の向上、飼料費の削減等が可能。
また、エコフィードを利用した畜産をＰＲすることも
可能。

給与

食品産業

飼料化施設

排出される食品残さを「食品循環資源」と
して家畜の飼料に加工するため、適正な
分別・保存を行い、良質な飼料原料を提
供。

原料や製品の品質・製造の管理、栄
養成分の維持等に努める。

今後の予定

食品産業

認証されたエコフィードを給与して生産
された畜産物について、一定の基準を満
たしたものを「エコフィード利用畜産物」と
して認証する仕組みを検討中。

収集・運搬

販売・消費

副産物・余剰品等

一定の基準（食品循環資源利用率、栄
養成分等）を満たす飼料を「エコフィード」
として認証。

認証機関
【エコフィード認証】
・ ｴｺﾌｨｰﾄﾞの名称の利用
・認証マークの使用

加工（飼料化）

（社）日本科学飼料協会

販売

エコフィード認証制度は、食品循環資源を利用した飼料について、一定の基準（食品循環資源の利用率や栄養成
分等）を 満たす飼料をエコフィードとして認証することで、食品リサイクルへの関心と理解を深めるとともに、積極
的な食品循環資源の飼料化を推進することを目的としている。
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エ エコフィード利用畜産物認証制度の検討


